
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
本
多
静
六
博
士
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）（
森

づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
専
攻
科
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
奨
学
生
の
定
義
に
専
攻
科
を
加
え
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

本
多
静
六
博
士
奨
学
資
金
の
奨
学
生
に
専
修
学
校
の
専
攻
科
に
在
学
す
る
者
を
加
え
る 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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